
別 記 第 ２ － １ 号 様 式  

財 第  4 9 3  号  

令 和 8（ 2 0 2 6） 年 1 月 2 9 日  

プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 予 定 者  各 位  

 

柏 崎 市 長  櫻 井  雅 浩    

（（ 公 印 省 略 ）      

 

質 問 回 答 書 

 

柏 崎 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 改 訂 に 係 る 調 査 検 討 業 務 委 託 に 係

る 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル に 関 し て 提 出 さ れ た 質 問 に つ い て 、 下 記 の と お

り 回 答 し ま す 。  

な お 、 下 記 の 質 問 に 対 す る 回 答 は 、 柏 崎 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画

改 訂 に 係 る 調 査 検 討 業 務 委 託 に 係 る 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 領 の 一

部 と し て 取 り 扱 い ま す の で 、 御 留 意 願 い ま す 。  

 

記  

業 務 名：柏 崎 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 改 訂 に 係 る 調 査 検 討 業 務  

質 問 事 項  回 答 

実 施 要 領 1 0（ 3）提 案 書 の 作 成 方

法  

提 案 書（ 任 意 方 式 ）の ペ ー ジ 数

に 関 す る 記 載 が ご ざ い ま せ ん が

ペ ー ジ 数 の 制 限 は 無 い と い う こ

と で 宜 し い で し ょ う か 。  

ペ ー ジ 数 の 制 限 は あ り ま せ

ん 。  

実 施 要 領 1 1（ 2） 評 価 方 法  ア  

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査 に つ

い て 「（ 中 略 ） 時 間 及 び 会 場 等 に

つ い て は 、別 途 通 知 す る（ 中 略 ）」

と あ り ま す が 、プ レ ゼ ン テ ー シ ョ

ン へ の 参 加 人 数 に 制 限 が あ れ ば

ご 教 示 く だ さ い 。  

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査 の

参 加 者 は 、 説 明 者 を 含 め 最 大

３ 名 ま で と し ま す 。  



実 施 要 領 1 1（ 2） 評 価 方 法  イ  

提 案 書 等 の 審 査 等 に つ い て「 提

出 さ れ た 提 案 書 等 を 基 に プ レ ゼ

ン テ ー シ ョ ン し （ 中 略 ）」 と あ り

ま す が 提 案 書 の 内 容 を 基 に し た

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 用 様 式（ パ ワ

ー ポ イ ン ト 等 ）を 使 用 す る こ と は

可 能 で し ょ う か 。  

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査 で

プ ロ ジ ェ ク タ に よ り 投 影 す る

資 料 は 、 提 案 書 の 内 容 を 基 に

し た プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 用 様

式（ パ ワ ー ポ イ ン ト 等 ）を 使 用

す る こ と は 可 能 で す 。  

実 施 要 領 1 6 そ の 他 （ 6）  

「（ 中 略 ） 新 潟 県 柏 崎 市 プ ロ ポ

ー ザ ル 方 式 実 施 取 扱 要 綱 、（ 中 略 ）

に よ る 。」 と あ り ま す が 、 こ の 要

綱 を 公 表 し て い た だ く こ と は 可

能 で し ょ う か 。  

本 質 問 の 回 答 の ホ ー ム ペ ー

ジ に 資 料 と し て 添 付 し ま す 。  

仕 様 書 ６ 業 務 内 容（ 1）計 画 準 備・

資 料 収 集 整 理  

「（ 中 略 ） 本 業 務 実 施 に 必 要 と

な る 資 料 及 び デ ー タ を 委 託 者 か

ら 受 領 す る と と も に （ 中 略 ）」 に

つ い て 、公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画

の 対 象 と す る 施 設 の 関 連 資 料 に

つ い て 、一 式 を E x c e l 等 で ご 提 供

い た だ け る と 認 識 し て 宜 し い で

し ょ う か 。  

ま た 、関 連 す る 個 別 施 設 計 画 が

あ れ ば そ の 計 画 に つ い て 教 示 く

だ さ い 。  

な お 、個 別 施 設 計 画 を 作 成 さ れ

た 際 の 図・表 デ ー タ（ コ ス ト の 試

算 情 報 等 の 把 握 が 可 能 な エ ク セ

ル 形 式 ）で 提 供 い た だ け る と 考 え

て 宜 し い で し ょ う か 。  

業 務 に 必 要 な 関 連 資 料 は 、

E x c e l 等 の デ ー タ で 提 供 し ま

す 。た だ し 、市 が 所 有 し て い な

い 資 料 や デ ー タ は 提 供 で き ま

せ ん 。 必 要 と す る 具 体 的 な 資

料 は 業 務 内 容 に よ り 受 託 者 と

協 議 の 上 で 提 供 す る こ と を 想

定 し て い ま す 。  

関 連 す る 個 別 施 設 計 画 に つ

い て は 、 学 校 施 設 や 公 営 住 宅

等 の 公 共 施 設 （ 建 築 物 ） の 他 、

上 下 水 道 や 道 路 等 の イ ン フ ラ

施 設 の 作 成 済 み の 全 て の 計 画

を 資 料 提 供 す る 予 定 で す 。 各

個 別 施 設 計 画 に よ り 調 査 検 討

業 務 に 反 映 す る 内 容 等 を 受 託

者 と 協 議 す る 必 要 が あ る と 考

え て い ま す 。 個 別 施 設 計 画 作

成 時 の 図 ・ 表 の デ ー タ で 市 が



所 有 し て い る も の は 提 供 し ま

す 。 市 が 所 有 し て い な い 資 料

や デ ー タ は 提 供 で き ま せ ん 。  

仕 様 書 ６ 業 務 内 容 （ 4） 施 設 評 価  

「 施 設 評 価 は 、（ 中 略 ） 客 観 的

な 観 点 で 実 施 す る 。ま た 、（ 中 略 ）

書 面 ヒ ア リ ン グ を 実 施 す る 。」 と

あ り ま す が 、建 築 物 の 劣 化 調 査 結

果 、施 設 維 持 管 理 に 関 す る コ ス ト

や 利 用 状 況 に つ い て は 、今 回 対 象

の 全 施 設 が 整 理 さ れ た 情 報 と し

て 提 供 い た だ く 認 識 で 宜 し い で

し ょ う か 。  

建 築 物 の 劣 化 調 査 結 果 、 施

設 維 持 管 理 に 関 す る コ ス ト や

利 用 状 況 の 情 報 に つ い て は 、

今 回 対 象 の 全 公 共 施 設 （ 建 築

物 ） が 整 理 さ れ た 情 報 が 提 供

さ れ る 想 定 で 業 務 を 提 案 し て

く だ さ い 。  

施 設 カ ル テ や 点 検 結 果 等 を

整 理 し た 情 報 を 提 供 す る 予 定

で す 。た だ し 、市 が 提 供 す る 情

報 の 内 容 や 整 理 の 状 況 で 評 価

業 務 内 容 に 調 整 が 必 要 な 場 合

は 、受 託 者 と 協 議 の 上 、実 施 す

る も の と し ま す 。  

仕 様 書 ７ ス ケ ジ ュ ー ル  

「 庁 内 の マ ネ ジ メ ン ト 推 進 本

部 」等 本 計 画 に 関 連 す る 会 議 体 に

つ い て 、 4 月 以 降 の 開 催 時 期 、回

数 、開 催 内 容 な ど 想 定 が あ れ ば ご

教 示 く だ さ い 。  

ま た 、事 業 者 の 出 席 の 可 否 に つ

い て も ご 教 示 く だ さ い 。  

仕 様 書 7 ス ケ ジ ュ ー ル に 示

し た 予 定 以 外 に は 、9 月 に マ ネ

ジ メ ン ト 推 進 本 部 と 市 議 会 に

お い て 、 調 査 検 討 業 務 及 び 計

画 改 訂 作 業 の 進 捗 報 告 等 を 想

定 し て い ま す 。  

マ ネ ジ メ ン ト 推 進 本 部 の 会

議 へ の 受 託 者 の 出 席 は 想 定 し

て い ま せ ん 。た だ し 、受 託 者 が

希 望 す る 場 合 は 検 討 し ま す 。

市 議 会 へ の 説 明 等 は 市 が 行 い

ま す 。  

0 7 .別 記 第 5 号 _業 務 実 施 推 進 体

制 、 0 8 .別 記 第 6 号 _業 務 実 績 書  

業 務 の 実 績 に つ い て 、別 記 第 5

号 に お い て「 ※ 管 理 技 術 者 、照 査

別 記 第 5 号 様 式 に 添 付 し て

い た だ く 「 過 去 の 類 似 業 務 実

績 が 分 か る も の 」に つ い て は 、

仕 様 書 1 0 実 施 体 制 で 各 技 術 者



技 術 者 の 経 歴 書（ 過 去 の 類 似 業 務

実 績 が 分 か る も の ）（ 任 意 様 式 ）

を 添 付 」 と あ り ま す 。  

一 方 、 別 記 第 6 号 に お い て は 、

「 ※ 過 去 １ ０ か 年 に お け る 本 業

務 と 同 種 又 は 類 似 の 業 務 の 主 な

業 務 に つ い て 記 載 す る こ と 。（ 中

略 ）。」 と あ り ま す 。  

「 同 種 」と「 類 似 」の 定 義 に つ

い て 、以 下 の よ う な 認 識 で 宜 し い

で し ょ う か 。  

「 同 種 」： 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計

画  

「 類 似 」： 公 共 施 設 （ 建 築 物 ） の

個 別 施 設 計 画  

ま た 、 一 般 的 に 上 位 と さ れ る

「 同 種 」 業 務 実 績 が あ る 場 合 は 、

「 類 似 」業 務 実 績 と 比 較 し 優 位 に

評 価 い た だ け る と い う 理 解 で よ

ろ し い で し ょ う か 。  

に 求 め る 条 件 と し て い る 「 公

共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 及 び 個

別 施 設 計 画 の 業 務 実 績 を 有 す

る も の 」 が 分 か る 資 料 を 添 付

し て く だ さ い 。実 施 体 制 は 、参

加 資 格 の 要 件 で あ る た め 、 仕

様 書 1 0 実 施 体 制 を 熟 読 い た だ

き 提 出 す る 資 料 を 作 成 し て く

だ さ い 。  

別 記 第 6 号 様 式 の 業 務 実 績

書 で 「 本 業 務 と 同 種 又 は 類 似

の 業 務 」 と し て い る も の に つ

い て は 、 各 技 術 者 の 業 務 実 績

と 同 様 に 「 公 共 施 設 等 総 合 管

理 計 画 及 び 個 別 施 設 計 画 の 業

務 実 績 」を 想 定 し て い ま す が 、

他 に 該 当 す る と 思 わ れ る 同 種

又 は 類 似 の 業 務 が あ り ま し た

ら 記 載 し て く だ さ い 。  

ご 質 問 で 示 さ れ た「 類 似 」を

「 公 共 施 設（ 建 築 物 ）の 個 別 施

設 計 画 」 に 限 定 す る 定 義 は し

て お り ま せ ん 。  

最 終 的 な 評 価 は 、 提 案 書 の

内 容 や プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン で

の 説 明 を 踏 ま え 、 総 合 的 に 決

定 さ せ て い た だ き ま す 。  

 

 


